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「農業・農村の現在とその再生策」

～ 地域経済・地域農村再生の新しいプラットフォームとしての農業直売所の役割 ～

(株)日本総合研究所

大澤 信一

平成19年 11月 19日
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問題意識
農村振興の焦点は、日本の農村で十分展開可能な食と農のビジネスモデルを提
示することと考えられる。このモデルのエッセンスは成功している直売所で確認で
きる。ここで何が起きているのか十分検討把握し、その成功している”点を大きく”し、
“点の数を増やす”ことが必要。新しい制度設計や改革もこの流れを阻害せず、刺
激するという視点を持つことが必要ではないか。また、そのために中高年世代の招
農戦略も有効ではないか。また、直売所の振興は農村の“自由度”の拡大であり、
個人の創意と自己責任に基づく“自由農業”の展開とそれを側面支援する農村振

興政策という側面も指摘できる。

(取り上げるﾎﾟｲﾝﾄ)
１．現在の地域農業･1次産業不振の根底で問われているもの

２．成功した直売所で起きていること
３．農業再生全体像と直売所の関係
４．繁盛直売所を創出する1契機として、中高年世代の招農戦略
（1）定年帰農 (2)定年協農 (3)定年遊農

＜参考資料(大澤著)＞
①「農家 ダウンサイズの道も～｢直売所」に再生の芽 ～(日本経済新聞・2007年2月16日「経済教室」）
②「求められる日本の風土に根ざした農業再生プラン」(NIRA政策レビュー2007年6月、No.16http://www.nira.go.jp)
③「大量定年退職の出現に見る新しい農業・農村像とは」AFCフォーラム・農林漁業金融公庫月報2007年8月号）
④「食･農関連ビジネスの振興と地域活性化」(地銀協月報、2007年9月号）
⑤「セミプロ農業が日本を救う」(東洋経済新報社、2007年4月) 他
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１．現在の地域農業･1次産業不振の根底で問われているもの
～ 問われているのは地域農業の位置付け(=新・産業構造) ～

・現在の「地域･農村不振」に対するためには、「新たに形成されつつある国内
外の経済秩序に対して、日本の「地域･農村」をどのように位置付けて
機能させていくか、国民に対して統合的なビジョンを提示し、その合意を
取り付ける」という根本視点が必須ではないか。

・再生し活性化した「農村地域シーン」を前提とすれば、地域の観光産業、食
産業などと農業をうまく連携させて機能させるという視点が不可欠(農村
単独の再生シーンは浮かんでこない)。その基点として直売所を見る視

点が必要ではないか。

・また、農村に“自己責任に基づく自由農業”を導入する視点は重要と考えら
れる。直売所はこの点で活用すべき手法と考えられる。
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資料：内閣府「日本の経済構造」から筆者作成・大澤著「セミプロ農業が日本を救う」より
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１．現在の地域農業･1次産業不振の根底で問われているもの
地域と食・農の構造変化 人は構造変化に気付かない
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１．現在の地域農業･1次産業不振の根底で問われているもの
地域と食・農の構造変化 人は構造変化に気付かない
～ “農業生産”だけの構造改革では対応不可能 ～

(仮称)新しい価値発信型・経済構造下の“農村”像とは

エ
ッ
セ
ン
ス
は
成
功
し
た
直
売
所

(資料)大澤撮影
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２．成功した直売所で起きていること

1)“自己責任に基づく”農業の“自由な価値”の提案
直売所内で地域の食と農の現状について情報発信し、コミュニティーとしての役割を果たし

つつある

2)国産農産物の“新しい競争力”の源泉現在化
商圏内に点在する量販店に並ぶ安価な輸入農産物に打ち勝って集客している現実

３）“農村”の潜在力を顕在化
直売所を利用する販売農家の間で働く競争原理

４）農村にビジネス原理導入
繁盛直売所の中には多店舗展開を始める事例が生まれている

５）農業と他産業の融合を生み出す
水産直売所との併設、レストランの併設、加工品の提供

4
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２．成功した直売所で起きていること

1)“自己責任に基づく”農業の“自由な価値”の提案
直売所内で地域の食と農の現状について自由に情報発信し、コミュニティーとしての役割を

果たしつつある。また自己責任の原則も生かされている。
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資料：内閣府大臣官房政府広報室「国民生活に関する世論
調査(平成17年6月調査)」

熟年・シニアの生活意識：今後の生活の力点(食生活)
(例)高齢化社会で新

しい食と農の価値提
案の場所とならない
か
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２．成功した直売所で起きていること

2)国産農産物の“新しい競争力”の源泉現在化
商圏内に点在する量販店に並ぶ安価な輸入農産物に打ち勝って集客している現実

図表 直売所Ｋのビジネスモデル

内子町内

直売所Ｋ
(専従者6名・パート8名
、出荷者約350人)

顧
客
購
買

伊
予
市
・
顧
客
購
買

松
山
市
・

(

約
８
割)

町
内
・

(

約
２
割)

(40㎞圏)

（20㎞圏）

(資料)大澤作図

繁盛直売所Kは売り上げの8割が近隣都市からの纏め買い客による
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２．成功した直売所で起きていること

３）“農村”の潜在力を顕在化
自己責任のした、直売所を利用する販売農家の間で働く競争原理

・直売所の出荷は各個人精算勘定を持つ

・出荷者個人の創意工夫で個人別の実績が表れる

→細かい価格設定の工夫

→品目選定の工夫

→加工品など、個人ビジネスへの展開

→･･･････････・・・・・・・・・・・・・・・

出荷者間で目に見えない競争原理が働く
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２．成功した直売所で起きていること

４）農村にビジネス原理導入
繁盛直売所の中には多店舗展開を始める事例が生まれている

図表 Ｎ生産組合のビジネスモデル

生
協
・
量
販
店
・
宅
配
企
業
・
外
食
産
業
等

島原半島3市
（直販70社程度＝約90%）

（遠隔地）直売所

Ｎ生産組合
(専従職員10名

・組合員約140名＝40
～50歳台夫婦の専業農

家中心の家族経営
5～8名) (直売：約10%)

(50㎞)

Ｎ生産組合は、2005年より直売所を新設し携帯電話POSシステムを導入している。現在、より
遠隔な長崎市内への新規のインショップ出店も準備中(組合本部よりは80～100㎞の距離)。

（資料)日本総合研究所

6



Copyright 2007． JRI All Rights Reserved

農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

２．成功した直売所で起きていること

５）農業と他産業の融合を生み出す
水産直売所との併設、レストランの併設、加工品の提供

農・水産物輸入

約6兆3千億円

うち
農産物 3.8兆円
水産物 1.5兆円
海外飲食 1.0兆円

農 ・ 漁 業
国 内 生 産 額

約13兆円

うち
農業 10 兆円
漁業 3兆円

○販売農家：225万戸
(就業人口：375万人)(H14)
○漁業経営体：14万6千
(就業人口： 26万人)(H12)

国内生産の
1/3強

国内原料7割
輸入原料3割

卸 売 市 場
【取扱高 約10兆
円 】

○中央86市場（H14.3）
地方1,390市場（H13.4）

○中央市場の取扱高は、
横ばい・微減

○市場経由率の低下
（H2→H12）

青果 82％→71％
水産 72％→68％

・卸売市場の機能強化
・卸・仲卸の経営の近代化

食 品 製 造 業
【出荷額 約31兆
円 】

○地域農業との結びつき、
地域経済にウェイト大
（全製造業に占める出
荷額：鹿児島・北海道・
沖縄では3割を超える
シェア）

○中小企業の比率大

・農業との連携強化
・技術開発の推進
・廃棄物処理の合理化
・品質・安全対策の強化

食 料 品 流 通
【小売市場規模 約57兆円】

○専門小売店の減少

（H3→H11）

青果 24千→19千

鮮魚 28千→21千

食肉 21千→15千

○量販店のシェア拡大

（H6→H11）

64％→74％

・ 食品流通の機構の合理
化・機能の高度化

・ 廃棄物処理の合理
・ 品質・安全対策の強化

消 費 者

飲食料品支出
（ 約 8 0 兆 円 ）

○総人口12,693万人
(H12）
○総世帯数4,706万（H12）

（H2→H12）
○高齢人口比率

12.0→17.3
○単独世帯の割合

23.1→27.6
○年間総実労働時間

2,052→1,859
○女子雇用就業率

35.4→38.3
○電子レンジ普及率

69.7→94.0
○脂質摂取割合

25.3→26.3

消費者の選択に資する
表示制度

生活改善のための指針

外 食 産 業
【市場規模 約23兆
円 】

○総菜・調理食品等の
「中食」の市場規模は
拡大

○食の外部化率
(外食と料理品の市場
規模)
(H2→H12)41％→45％

・ 原材料の安定供給のた
めの農業との連携の強化

・ 廃棄物処理の合理化
・ 品質・安全対策の強化
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生鮮品の流れ
加工品の流れ
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生鮮品の流れ
加工品の流れ

上図は全国版の農業と他産業の連関図だが、今後は地域版の連関(産業クラスター) 構築へ

(資料)農林水産省
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農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

３．農業の構造改革全体像と直売所の関係(1)

零細農家

小規模農家

中規模農家

大規模農家

超大型農家

300万農家

大規模
プロ経営
（40万)

零細･中小
規模経営
(260万)

⇒切捨て!!!

⇒日本の“大規模
農家”が生きるモデ
ル???

経
営
所
得
安
定
対
策

現状の混乱
経営規模拡
大(構造改革)

×
（断絶)

(資料)大澤作成
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農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

３．農業の構造改革全体像と直売所の関係(2)

大規模
プロ経営
（40万)

零細･中小
規模経営
(260万)

⇒ダウンサイズし、
効率的で自己責
任に根ざした自由
な日本型食・農モ
デルのエッセンス
開発

⇒日本の“大規模
農家”が生きる道

直売所を活用し
た構造改革

経営規模拡
大(構造改革)

(大)零細

小規模

中規模

直
売
所

実需者
(A)

実需者
(B)

実需者
（C)

多様な経営によ
る食農システム

ｼｽﾃﾑ
(Ⅰ)

ｼｽﾃﾑ(Ⅲ)

ｼｽﾃﾑ(Ⅱ)

（断絶)

(資料)大澤作成
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農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

３：繁盛直売所を創出する1契機として、中高年世代の招農戦略
･680万人・団塊の世代の招農戦略(1%の招農戦略）
(1)定年帰農 (2)定年協農 (3)定年遊農

(1)定年帰農＝第1は、オーソドックスな定年帰農。例えば、全国の地方都市、

農村地域に点在する大企業の地方事業所から輩出される人材群など
をイメージ。この人達の中には、各地の工場や支店、営業所
等への勤務の傍ら、土日、休日に農業を続けてきた人が少なくない。し
かも、パソコンが使え、工場現場での「カイゼン」活動なども経験してい
る。これからの食・農ビジネスの成長は、日々機能が向上し、使いやす
くなる携帯電話やパソコンをいかに販売・生産活動に導入するか、また
それをネットワーク化できるかにかかっている。そのためには、この人
達を例えば地元の直売所等の仲間に招き入れるのが一番効果的。
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農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

３．繁盛直売所を創出する1契機として、中高年世代の招農戦略
･680万人・団塊の世代の招農戦略(1%の招農戦略）

(1)定年帰農 (2)定年協農 (3)定年遊農

(2)定年協農＝第2は、食ビジネス出身者で農業とコラボしてもらう人々、仮に協働の

「協」の字を取って協農派とでも名づける。彼等はフードビジネス
OBである。最近の繁盛直売所では、加工食品や、併設のレストランの

売り上げ比率が高い。これら分野も、商品開発や接客、衛生管理など
専門的な知識、ノウハウが必須である。力を付けた農業生産法人や、
新しい事業展開に迫られているJA、あるいは農産物直売所を地域の

フードビジネスの拠点にしたいと考えているグループには、彼等の経験
とネットワークが大きな力になるだろう。

Copyright 2007． JRI All Rights Reserved

農林水産省 農村振興局 農村振興推進政策の基本方向研究会

３．繁盛直売所を創出する1契機として、中高年世代の招農戦略
･680万人・団塊の世代の招農戦略(1%の招農戦略）

(1)定年帰農 (2)定年協農 (3)定年遊農

(3)定年遊農＝そして第3は遊農派とでも呼べるグループ。この人達は、園芸や庭い

じりの経験はあるが、今まで農や食には接点を持ってこなかったグ
ループである。ちなみに団塊世代だけではないが、我が国には、園
芸や庭いじりを趣味とする人は約3,750万人もいる((財)社会経済生
産性本部「レジャー白書」2005年)。このグループには、まず市民農

園の参加者として、アマチュア農家になってもらうべく、農業界が提
供する教育ビジネスのお客さんになってもらう。貸し圃場に、シャ
ワールームや自分が作った農産物を持ち込んで調理できるクラブハ
ウス等を備えれば、新しいアグリビジネスとして成長させることも可
能だし、やがてやがて前に述べたオーソドックスな定年帰農派へス
テップアップしていく人々も出てくるだろう。
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1

建設業の力を活かした
地域産業おこし

-新しい農林ビジネスの可能性-
-地域自立へ「複業」のすすめ-

慶應義塾大学理工学部教授 米田雅子

2

１ 建設業の新分野進出

２ 建設帰農がうむ新しい農業ビジネス

３ 路網整備から始める林業改革

４ 地域・観光・コミュニティビジネス

５ 地域自立へ「複業」のすすめ

参考文献（米田雅子著）
「建設業 残された選択肢 -ホンモノの経営してますか」同友館 07年
「建設業からはじまる地域ビジネス」 ぎょうせい 06年
「日本には建設業が必要です」 建通新聞社 05年
「建設帰農のすすめ」 中央公論新社 04年
「新分野に挑戦する建設業-動き出した450社」東洋経済新報社 04年
「建設業の新分野進出 - 挑戦する５０社」 東洋経済新報社 03年
「田中角栄と国土建設- 列島改造論を越えて」 中央公論新社 03年
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3

１建設業の新分野進出

4

脆弱な国土と災害の多い我が国では
風土を知る優良な建設会社が各地域に必要
大手ゼネコンだけでは国土は守れない

建設投資52.9兆円（GDPの約1割、平成18年度）
- 4年度(84.0兆円)から４割減少

就業者559万人（全就業者の約1割）
- 6年度（約685万人から、約２割減少）

業者数54万社
- ４年度(53万社)と比べると2％増加

＜建設産業／急激な縮小・供給過剰＞
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5

地域格差拡大の背景

過疎の進む地域を支えてきた建設業と農林水産
業と公共部門が、すべて縮小・衰退の方向へ

農業 ：高齢化、担い手不足、収入低迷
農業補助金改革、貿易自由化圧力

建設業：公共事業の急激な縮小、低価格化
公共事業批判、入札改革

公共部門：地方交付税などの縮小、財政危機
市町村合併、小さな政府

6

＜国土建設の戦後史＞

終戦- 72年
高度成長期
建設業の増大（発展途上国タイプ）

73年- 85年
安定成長期
建設業は成熟産業（先進国タイプ）

86年- 2001年

地方公共増大による内需拡大
建設業の特異な膨張
（先進国なのに発展途上タイプ）
円高で農林業・地方経済の弱体化

2002年- 公共事業の縮小・財政悪化
建設業の急激な縮小- 地方の危機

プラザ合意

公共事業削減

オイルショック
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7

地域格差の問題には、

打ち出の小槌はなくて、

地方の方々が自立型の産業を

興す努力にこそ

解決の光がある

8

従来型の
建設市場
共同体的市場

新
事
業
雇
用
創
出

健全な縮小
品質と価格による競争

社会基盤を
支える建設業

建設業の多角化による
持続可能な社会基盤と地方活性化

地域ビジネス
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9

新しい発想
自然共生

森林資源

観光・地域

循環環境

有機リサイクル コミュニティ

農業

建設業

「建設トップランナーフォーラム」分科会より

10

建設トップランナーフォーラム
建設業のおかれた厳しい状況と戦いながら、夢をもって新事業へと邁進する

建設経営者たちとその支援者の集まり。（2006年7月～2009年12月期間限定。産学官）

建設経営者、23道県の新分野進出施策担当者、大学研究者
建設専門紙記者、日本青年会議所らの有志が結集した。０６年、０
７年と、東京で全体フォーラムを開催、毎回全国各地から１００社３
００名以上が自費で参加している。分科会も各地で開催中
07年６月内閣総理大臣再チャレンジ支援功労者表彰を受賞
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11

２ 建設帰農がうむ新しい
農業ビジネス

12

山、里、海の幸

◆世界の中で、日本は温暖で水に恵まれ、豊かな緑
が残り、世界屈指の漁場に囲まれている

◆農林水産業は高齢化と担い手不足で低迷し、 山 、
里、海が荒れ始めている。 

◆建設業は農業土木、林業土木、港湾土木と、国土
とともにあり、農・林・水産業と深く結ばれている

建設業の力を活かした農林水産業の復活
ふるさと資源を活用した地域産業おこし
山、里、海の幸の価値を高めて地方復活
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13

農外企業のままで参入
農作業の受託（農業コントラクター）
農地を使わない農業
（施設栽培、ブロイラー、養豚など）

農業生産法人を設立
農地を使う農業
（野菜、果樹、米、麦、雑穀など）

農
外
企
業
の
農
業
参
入

特定法人で参入／市町村を介した農地リース（特区方式）
会社のままで参入

＜農業参入の形態＞

14

新しい企業型農業への挑戦

企業

農場農場

農場
分散した農地の耕作に
工程管理を持ち込む

分散農地の生産革新

＜農作業・農業コントラクター＞

高齢農業を支える重労働作業代行
建設業と農業で年間労働の平準化

◎農外企業

16
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無農薬による
循環型営農

食品残渣
生活残渣

ぼかしづくり

土づくり

家庭・食卓へ

農作物栽培

有用微生物
培養

環境浄化事業

＜建・農・環境の複業会社＞

愛媛 金亀建設

研究開発

作物エキスの
抽出

エタノール米にも挑戦中

◎農業生産法人

16

新潟 頸城建設

都会のデパート・料亭・コンビ二ヘ全量販売、
安定供給で、地域ブランドの確立へ

有機肥料の製造
米ぬか、魚粉等に
強力発酵菌

近隣農家

近隣農家

近隣農家

直接栽培

頸
城
建
設
特
別
栽
培
米
の
会

＜農家のフランチャイズ（堆肥）＞

30人(26ha)

◎特定法人

17
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米作り名人
無農薬栽培法

農地賃貸借

作業受委託

一括買付

流
通
ヒ
ー
ロ
ー

卸
業
者

ネ
ッ
ト

販
売
店

＜農業名人と企業の新たな連携＞

本物のコメづくりの広域展開

建設会社はマニュアル通りに作業する（ISO普及）

宮城県ヒーロー

◎農業生産法人

18

報徳土建（大分）
ネギの水耕栽培

野本組(新潟) 青しそミスト栽培
伸和興業(宮城)トマト水耕栽培(木屑粉ボイラ)
渡部産業（福島）サンチェ（焼却炉の温水）

バイオテクノロジーの進歩、栽培技術の向上

空いた工業団地を野菜工場にしよう！

＜野菜工場への挑戦＞
◎農事組合法人

◎農外企業

18
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＜各地の事例＞

大分県宇佐重機：花卉栽培、無線ヘリ防除作業
町の減反対象田60haの農作業を引受け、
大豆と（焼酎用の）大麦の二毛作◎農外企業

長野県大鹿村建設会社4社：村の支援、雇用確保
ブルーベリー、大豆、そば、鹿肉◎特定法人

鹿児島県 建設会社40社：さつまいも栽培

共通の課題は販路開拓！（建設は受注産業）
→農・工・商連携の重要性

20

＜建設帰農による新しい農業＞

土づくり→建康志向の作物づくり
循環型農業、写真記録→トレーサビリティ
工程管理のノウハウ→分散農地への生産革新
企業経営の視点→アグリビジネスへの挑戦
既存の農業革新のタネを企業の器で育てる
農場整備が得意→耕作放棄地の復活
機械に強い→建設機械の農業転用・改造
自社で施設建設、燃料調達→野菜工場へ挑戦

日本の農業には成長の可能性がある！

19
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異業種の農業参入における課題

◎農外企業
農業者向けの公的融資、補助、各種支援が受けられない。
農作業受託（農業コントラクター）は農業者に認められない

◎農業生産法人
農業生産法人の要件厳しい（農外資本の制限、経営と資本が
未分離、農業関連事業の限定範囲と売上過半数の制約）

◎特定法人
耕作放棄地など条件不利な農地が多い。
耕作放棄地を自社施工で農地に戻す時の補助がない

22

◎共通の課題

農地の取得が難しい。
主体を問わない農地利用実現の要望

販路、資材購入、融資における農業協同組合とのあつれ
き

商工系、農林系の公的金融、公的保証の縦割りの弊害

都市計画法と農振法の土地利用における不整合
農地上に設置可能な農業関連施設の対象拡大

公共事業発注において、兼業建設会社は不利

異業種の農業参入における課題

20
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３ 路網整備から始める
林業改革

24

今こそ林業改革の千載一遇の時

・日本の森林資源は手入れから利用の段階へ

今、間伐→森林は宝の山。 今、放置→森林荒廃

・年間の森林蓄積量の増加（8000万m3）≒木材使用量
（8700万m3）。43億m3豊富な蓄積量

・国際木材需要の逼迫により、国産材価格の復調

・京都議定書の目標達成のためにも、森林整備（間伐）
の加速化が急務

・技術革新、曲がった木も集成材加工可能に、低コスト路
網の開発、バイオマスの進展等

・豪雨でも崩れにくい低コスト路網の開発（2000円/m）
・中山間に建設余剰労働力（路網整備、木材ユーザー）

21



25

林業の生産基盤の整備状況

森林整備に路網は欠かせないものであるが、日本の整備状況は
遅れている。また高性能林業機械の普及台数（民有林）は全国で
２９００台にとどまっている。

＜現状＞

○林内路網密度の諸外国との比較

16

87

118

45 54

13

日本 オーストリア ドイツ

(m/ha)

作業道

林道、

林内公道等

（注） １ 林道、林内の公道等及び作業道との合算数値

２ ドイツは旧西ドイツの数値

林道

作業道

作業路

望ましい形

26

間伐の際に、
団地化とともに、
生産基盤たる
路網の整備充実

低コスト化
安定供給

次回の間伐では
既に路網があり
さらに経費節減
が可能

自立型の林業へのシナリオ

計画的な択伐方式の導入／10年毎に計画的な択伐（間伐）を繰り
返し、100年生まで大きく育った段階で主伐

＜提案＞

初回は補助金依存型 次回の間伐から自立型

22
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流通の合理化
素
材
生
産
業
者

原
木
市
場

製
材
工
場

製
品
市
場

木
材
卸
売
業
者

プ
レ
カ
ッ
ト

工
務
店
等

小
売
店

素
材
生
産
業
者

大
型
製
材
工
場

プ
レ
カ
ッ
ト

工
務
店
等

製
品
置
場

＜提案＞

従来の国産材の生産は小規模で分散していたため各地の材を集める原木市場が必要で、
また製材工場も小規模で製品市場を必要とした。多段階流通によりコスト高であった。
林業構造改革で、路網と計画択伐で、木材の安定供給ができれば、加工施設の大型化、
IT利用による直送による流通コストの合理化が図れる。

現状

改革後

28

林地の団地化を加速化する仕組みと
路網設計・森林計画プロ育成

＜提案＞

所有者１

不在所有者

所有者2

所有者4

所有者3

不在所有者

路網設計・森林計画プロ
（行政＋森林組合等）

提案
団地化

委託

広域団地化
広域の路網計画
長期の択伐計画
森林経営収支計画
森林境界の確定

団地化の合意形成：森林経営に関心の薄
い不在所有者には、長期で最も収益のあ
がる団地化プランの提示が効果的

団地化の公的承認機関
団地化加速
境界確定促進
国・県有林との調整

23
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･

ユーザー建設業の林業参入で林業革新。地産地消の直流サプライチェーン

違
法
伐
採

現状：持続可能でない木材供給

国内に
巨大ユーザー
（建設業）

国土の3分の2は
森林

林業の衰退
加工流通の衰退

海外の森林
木材自給率２割森林の崩壊

･
･
･
･

将来：建設帰林で持続可能な森林と林業

国内に
巨大ユーザー
（建設業）

国土の3分の2は
森林

林業の自立向上
加工流通の近代化

海外の森林

木材自給率上昇
循環型森林資源

森林の復活
CO2吸収・水源かん養

森
林
保
全

30

＜地方再生の一つの可能性＞

新しい企業型の農業・林業・水産業

公共事業減少で余剰感ある建設業の力を活かし
農林水産業をベースにした産業クラスターづくり

24
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4 地域・観光
コミュニティビジネス

32

閑散とした店舗、ビル、工場などを

コンバージョン（用途変更）リフォームで生き返らせる

創業支援、テナント募集も行う

用途変更リフォームで地域再生
高岡不動産センター（富山県）

中心市街地の衰退、工場の撤退

例）車の修理工場→花屋・陶芸教室
繊維工場→花物流製造会社
オフィスビル→居酒屋ビル
古民家 →小規模介護施設

（要望）補助金適正化法の規制緩和→公的施設の用途変更

25
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介護・福祉への進出

富山県 朝日建設 介護事業への進出

私たちの仕事はお年寄りに満足してもらうこと
社長の母の介護から、生活リハビリへ

デイサービス
ショートスティ
グループホーム

訪問介護
介護タクシー
介護に特化した住宅改修

34

コミュニティ型建設業
札幌市の取り組み

建設業など
・人的資源
・技術資源
・設備資源

コーディネータ
・マッチング

地域住民
・家屋の修理
・除排雪
・地域防犯
Etc.

行政

組織化支援など

施工、技術指導、アドバイス

支払

相談 紹介

26
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観光振興にとりくむ地域建設業

クリスタルロマン・オホーツク（北海道網走）
ー市民、観光協会、商工会、建設業協会の
連携で、オホーツク旅コンテストと観光開発

棚田を利用したオートキャンプ場
（長野県 辰巳屋建設）

36

公共サービスが官から民へ移行
地域主体のとりくみ

コミュニティビジネスの勃興

公共事業が官から民へ移行
地域主体のとりくみ

地方版 PFI事業の増大

公共依存から民間自立へ・地方分権

27



37

５地域自立へ「複業」のすすめ

38

企業型農業
農作業代行

森林間伐
（路網整備含む）

国土保全
基盤整備

地方を支える複業会社の例

【土木・農業・林業・環境】会社
現在、建設業の多角化で各地に様々なタイプが出現中
地方は市場規模が小さく、複数の業務を兼ねて自立へ向かう
各地域に建設会社は必要だが、公共事業だけでは雇用難しい

有機リサイクル
堆肥・エネルギー

28
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隠岐島海士町／農・工・商の力を合わせて隠岐ブランド

肥育牛 定置網

港湾土木
一般土木

飯古建設

隠岐潮風ファーム

町役場

CASシステム
魚介加工場

町の観光協会
商工会
漁協、農協
建設団体等

「地域の農業、林業、水産業があるからこそ会社は存続する」
という強い信念のもと、離島というハンデキャップを乗り越え
農業のブランド化を目指し、将来の隠岐島を支えうる事業を展開。

木廃材と牛糞で
堆肥製造

40

野菜バイオ工場
養殖工場

森林間伐事業

製材加工＋
バイオマス施設

燃料
エネルギー

建設会社
社会基盤整備

製材

これからの中山間地の農・林・工連携の例

青森県農工連携、新潟県妙高市、宮城県伸和工業など
提案：空いた工業団地をアグリ工場、森林バイオ施設へ

29



41

介護事業

高齢生活支援

住宅建築

高齢化の地域を支える複業会社の例

【建設・介護・生活支援】会社
現在、建設業の多角化で各地に様々なタイプが出現中

バリアフリー
リフォーム

42

滋賀県北川建設／住宅リフォーム、介護サービスで
生活創造企業めざす。

介護事業に加えて、シルバー向け大学、コミュニティ支援事業
も展開中。介護保険外の健康サービスにも取組み中

ディサービス
マスター大学

コミュニティハウス

建築・住宅
リフォーム
北川建設

あいむ

30



43

地域の産業界を再構成し、地方がモノを生み出す力を
取り戻す
縦割りの地方産業界の垣根を超えて、労働力、資本
力、アイデア、情報発信力を結集する

地域の企業の複業化、産官学など様々な連携

農林漁業 環境事業 建設業 商工業 観光業

地域ブランド・自立型地域産業創出

44

＜時代に合わせて法制度・仕組みを変えよう＞

従来の業種ごとの法制度にとらわれず、地方産業を
再構築していくためのビジョンと体制づくりが必要
ー農林水産業の参入障壁をなくす
ー中央省庁の業行政を兼業を前提として見直し
ー農林系、商工系の施策、団体、金融の見直し
ー過剰規制、無用規制の排除、行政の簡素化
ー既存施設活かすための補助金適化法の緩和 等

公共依存型から自立型へ
業種を越えた抜本的な産業構造の転換を

地方分権の推進
ー自治体の創意工夫、地域の判断による規制の撤廃

31
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建設業の急激な環境変化

建設市場の縮小＝公共事業削減
どこまで下がり続けるのか、経営の先が見えない

入札・契約制度改革＝建設業の収益低下
価格だけの競争、デフレスパイラル、入札不調
良い企業も、そうでない企業も一様に小さくなる
本来、残ってほしい風土をよく知る企業も残れない

法令遵守＝談合摘発、課徴金、長期の入札参加停止

建設業はもはや底割れ状態、新分野進出したくてもできない
企業が続出。融資も受けれない。新分野に進出した企業も、
本業の予想をこえる急激な悪化で、経営が厳しくなっている。

＜最後に厳しい実態について＞

46

建設業の再編と
地方産業構造の転換の加速を

• これまでの公共事業削減の代替としての、地域
雇用問題への抜本的対策

• 行き詰まっている建設会社の廃業支援と
経営者や従業員の転職支援

（廃業手続の迅速化、廃業ファンドの創設など）

• 風土を熟知した中核地域会社への事業再生支
援 （地域力再生機構）

• 地域ビジネス展開をめざす中核地域会社への融
資や人材も含めた支援（地域力再生機構）

32
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上越市農林水産部長 野口 和広
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1 

集落間連携・都市との協働によるむらづくり 

～広域合併市の特性を活かして～ 

上越市農林水産部 野口試案 

 
○ 農村地域ではパラ３５に記載のとおり、閉鎖的な面があることは事実であると思

われる。早急な集落の合併や都市との協働に対しては、警戒心が付きまとうことが

懸念されることから、農村コミュニティの再編には意識の醸成と時間が必要である。 
そのような中、日々刻々と高齢化による集落機能の低下が散見され、現状の対

応・対策では早期の再編効果が発揮しづらいものと考える。 
そこで、私ども広域合併市特有の地理的条件、つまり、中山間地と平地部の集落

同士の協働による集落機能の維持・発展モデル（案）を検証する。 

 
○ 今回のモデルケースは４段階での対応が効果的であると考える。 

第１ステージとして、基本的には合併前の旧市町村を単位として集落間の連携・

再編を最優先とするが、その区域内での連携・再編の取組みができない集落（ここ

では限界集落・準限界集落を当面の対象とする）について、第２ステージ以降の手

法により中山間地集落と平場集落の連携・協働の取組みを提案するものである。 

 
（第１ステージ） 
・ 旧町村内における中山間地での農村集落同士の連携を第１優先とする。 

しかし、歴史的、血縁の繋がりから個人や親戚関係での人的な交流はあるものの、

集落単位での連携・協働は稀である。その地域には水利慣行や仕来たりなどがあり、

住民同士の相互扶助の精神はあるが、集落を超えての結び付きはそれほど多くはな

い。 
こうした中、国が示す「農村振興政策推進の方向」を契機に、地域住民からは「地

域のことは地域で守る」ことを再認識してもらうとともに、市が関係機関などとの

連携を図り、積極的に集落の再編、創造に取組むものとする。但し、中山間地域全

体の人口減少、高齢化が進んでいることから、地域に対しての過度な連携推進は慎

み、地域合意のもとに第２ステージへと移行するものとする。 

 
（第２ステージ） 
・ 集落同士のコミュニティへの関わり方が難しいなか、協働による農地の保全・活

用を前面に出すことによって、受け入れ集落の理解は得やすくなるものと考えられ

る。 
限界集落に住んでいる方々は、なぜそこに住み続けるのか？ 
やはり、現集落でのコミュニティと先祖伝来の農地を守ることが生きがいとなっ

ている。ただし、高齢化に伴う耕作の限界も承知していることであり、私どもの聞

き取りでは、「耕作をして頂ければ平場の方でも受け入れたい」との意見が多くあ

った。 
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特に限界集落内でも、自分で耕作できる人はそのまま耕作を継続してもらうもの

の、将来、耕作が出来ない状況になれば協働で耕作する余地は残しておく。 
・ そこで、先ずは中山間地で耕作することが可能な平場の集落営農組織（農事組合

法人）と援農を受けることを希望する限界集落との間で協定を結ぶ。 
場合によっては農事組合法人の構成員となることも視野に入れてもよい。これは

平場からの一方的な労力提供ではなく、可能であれば作期の差を利用した結い（田

植えなどの時にお互いに力を貸し合うこと）としたい。 
・ 中山間地域の農地は条件不利地が多いことから、連携・協働する耕作面積は平場

集落営農組織の経営に支障を来たさない範囲とするが、耕作を希望する農地面積が

多い場合には複数の集落営農組織が関与することで対応する。 

 
（第３ステージ） 
・ 第２ステージと同時進行でもよいが、限界集落と平場集落との協定による双方向

のコミュニティの醸成を図る。基幹となる農地の保全・活用は集落営農組織が主体

となり、平場集落全体が応援する体制を整える。 
集落間のコミュニティには農作業、里山の管理、お祭り行事、地すべり等災害や

雪下ろし等の応援が考えられる。集落の規模によっては複数の集落での協定も可能

とする。 

  
（第４ステージ） 
・ 都市部町内会と３者協定を結び、都市住民に、中山間地域と平場地域の農業体験

を備えたプログラム等を提供する。 
・ 都市住民からは、体験を通して中山間地域の役割と農地の持つ魅力を再発見して

もらい、自ら関わった中山間地域の農産物を安定的に購入してもらうなど限界集落

の経済活動の一助を担う。 

 
 
（取組みを進める上での諸課題） 
○ 第４ステージに加わる都市住民との交流は、「第２のふるさとづくり」や、仮に

将来の大震災時の安全な避難地としての活用も視野に入れてはどうか？ 

 
○ 集落の再編・再生・創造に向かうには、仲介する組織・団体が必要である。 

新たに農地の利用集積をコーディネートする組織を設けるとともに、既存の「農

地・水・環境保全協議会」の活用や、町内会長会や地域自治区組織などの意見を参

考にするなど地域全体としての取組みとする。 

 
○ 限界集落などへの協働には応援する側の集落営農組織の経営が安定しているこ

とが基本であり、それには中山間地域直接支払制度運用の見直しや、連携推進にか

かる補助金など新たな制度設計を求めたい。 
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  特に中山間地域での耕作において、平場地域の大型農業機械の使用が困難なこと

から機械導入や施設設備にかかる補助金が必要である。 

 
○ 新たな村づくりのゾーニングができ、そこに新規居住者が新たに農地（１０a 以

上）を取得しやすくするための特例法など新たな制度の創設を望む。（例えば、知

事特認事項の市町村長への権限委譲など） 
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